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1．研究目的

　少子高齢化を背景に，地方の人口減少が課題となっ
ている．宮崎県統計調査課による「宮崎県現住人口調
査」（令和 2 年度）によると，平成 9 年から令和 2 年
に至るまで，15 ～ 24 歳までの著しい転出超過が続い
ている．このような背景のもと，働きやすい職場環境
の実現は，若い世代の宮崎県への就職・定住を促す重

要な要素と考えられる．宮崎県では，独自に企業にワー
クライフバランスの実現を促す「働きやすい職場『ひ
なたの極』認証制度」という取組を行っている．
　本研究の目的は，宮崎県独自の取組である「働きや
すい職場『ひなたの極』認証制度」の特色や効果，課
題を検討し，こうした取組を家庭科で取り上げること
により，若者が地域で働くことのよさに気付き，自分
の将来設計やよりよい生き方について考える授業の提
案を目指す．

宮崎県の「ひなたの極」認証制度とワークライフバランス
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2．研究方法

　研究方法は以下の通り．
1）宮崎県の働きやすい職場づくり「ひなたの極」認

証制度，認証企業に関する情報収集
2）宮崎県のホームページに記載されている「ひなた

の極」認証企業の掲載内容の分析
3）「ひなたの極」認証企業 10 社へのアンケート調査

調査内容は以下の通り．
　①会社名と従業員の状況
　　（男女別従業員数，従業員の平均年齢）
　②「ひなたの極」認証制度に応募したきっかけ
　③「ひなたの極」認証のために行った取組と工夫点
　④取組の成果と課題
　⑤今後の目標や展望
　⑥その他（情報発信や地域との関わりについて）
4）アンケート調査を踏まえた追加ヒアリング調査（4

社）
5）高等学校家庭科授業プランの開発

3．結果と考察

1）働きやすい職場「ひなたの極」認証制度の概要
　「ひなたの極」認証制度は平成 30（2018）年に宮崎
県独自の認証制度として創設された．この制度は，仕
事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを積極
的に行なっている企業や事業所（以下「企業等」とい
う）のうち，特に優れた取組成果が認められる企業等
を「働きやすい職場『ひなたの極』」として知事が認
証する制度である．令和 4（2022）年 12 月現在，56
社が認証されている．
　対象は，宮崎県内に本社または事業所があり，常時
雇用する労働者を有して事業活動を行う法人（国及び
地方公共団体を除く）で，労働者の福祉に関する法令
遵守等の要件を満たし，県が定めた審査項目（働き方

（休み方）見直しに関する取組，育児・介護休業制度
等の整備状況と実績等 25 項目）のうち，企業等が取
得した該当する審査項目の総得点の割合が 85％以上
であること，フルタイム労働者の年次有給休暇取得率
が 50％以上であることなどの認証基準を満たす必要
がある．
　審査項目の内容から，働きやすい環境整備，ワーク
ライフバランスの実現により，人材の確保・定着を目
指していると考えられる．申請書は随時受け付けてい
るが，認証の有効期間は 3 年間となっている．

2）働きやすい職場「ひなたの極」認証企業の概要

　①　認証企業の業種内訳
　令和 4（2022）年 12 月 27 日現在，認証企業は 56
社で，業種別にみると，建設業が 14 社と最も多く，
次いで製造業が 11 社，情報サービス業が 7 社認証さ
れている．
　「ひなたの極」認証企業 56 社の業種内訳は以下の通
り．
　建設業（14），製造業（11），情報サービス業（7），
福祉，サービス業（各 3），卸・小売業，医療，社会
保険労務士（各 2），その他，次の業種は各 1（金融・
保険業，ビルメンテナンス，調剤薬局・介護，建設コ
ンサルタント，経済団体，廃棄物処理，不動産業，情
報処理）※（　）内は業種数
　認証企業 56 社のうち 34 社は，ホームページで取
組内容等を公開している．以下，ホームページから把
握できる内容を報告する．
　②取組のきっかけ
　「ひなたの極」認証制度に取組んだきっかけとして
一番多かったのは，「人材の確保・定着」（23 社）であっ
た．若い世代の地域離れが進んでいることや，人手が
集まりにくい業種の会社が働きやすい職場を実現する
ことで，まずは現在雇用されている社員の定着，そし
て新たな人材確保のために認証制度に取組んでいるこ
とがわかった．その他に，「認証以前に働き方改革に
取り組んでいた」（5），「労働環境への不満や課題」（4），

「生産性の向上」「職場環境の整備」「会社内外へのア
ピール」「若い世代の人材育成」（各 3）などが挙げら
れた．
　認証を受ける前から職場改革に取組んでいた企業に
ついては，認証を受けることで，さらにレベルの高い
働きやすい職場づくりをめざしていることがわかっ
た．
　③ホームページ掲載企業（34 社）の取組内容
　ホームページに掲載されている認証企業が働きやす
い職場づくりのために取組んだ内容は以下の通り．
   「看護休暇，会社独自の休暇制度の新設」（16），「健
康支援，教育支援制度やメンター制度」（各 10），「有
給休暇の時間単位取得」（9），「時短勤務や時差勤務」

「休暇取得状況の見える化」「クラウドツールの活用・
電子化による生産性向上」（各 8），「多能工化・チー
ム結成」（7），「売上げ計画の作成」（2），「就業時間外
支援制度」「残業時間や休暇日数の目標を明確化」（各
1）
　最も取組が多かった「看護休暇，会社独自の休暇制
度の新設」については，看護休暇を新設することで子
どもの急な体調不良の時などに休むことができたり，
会社独自の休暇制度としてバースデー休暇やリフレッ
シュ休暇などを創設したりすることで，社員が休みや
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すい環境醸成ができ，有給休暇取得率向上も可能とな
る．
　また，教育支援制度やメンター制度を創設し，社員
同士で協力しながら仕事をする環境ができたり，社員
の資格取得を支援し，社員のレベルが上がったりする
ことで，会社としての成長が目指されている．特に，
新入社員にとっては，相談できる雰囲気があることは，
働きやすい職場環境づくりにつながると考える．
　そのほかに，所定外労働時間の削減や生産性向上の
ための取組も多かった．そのような取組により，社員
が休んでも他の社員がカバーすることができ，休みや
すい環境づくりを目指している．また，健康支援や就
業時間外制度の取組など，業種や企業の特性をふまえ
た取組の工夫がみられた．
　④認証企業の取組の成果
　ホームページから把握できる，認証企業の取組の成
果として挙げられたキーワードと件数は以下の通り．
　「有給休暇取得率向上」（22），「所定外労働時間の削
減」（15），「人材定着・離職率減少」（12），「人材の
採用ができる」（10），「経常利益・生産性増加」（6），「賞
の受賞」（5），「男性育児休暇取得率の上昇」「社員の
資格取得」「育児休暇取得率 100％」「有給休暇の時間
単位取得」（各 3）
　「ひなたの極」認証ならびに働きやすい職場づくり
のために行った取組の成果として最も多かったのは

「有給休暇取得率向上」であった．上記のような取組
により効率化が図られ，休みやすい環境が実現できた
ためと考える．また，従業員の仕事に対する意識も変
化し，所定外労働時間の削減も達成している．働きや
すく休みやすい職場環境が実現したため離職率も減
り，人材の確保・定着につながった企業もある．「ひ
なたの極」認証により，働きやすい職場づくりの実現，
社員の確保・定着，利益の増加などの正のサイクルが

生じているとみられる．また，「ひなたの極」認証企
業の中には，「ひなたの極」認証制度以外にも様々な
賞を受賞している企業もあった．今後「ひなたの極」
認証企業が増加し認知度が高まることにより，宮崎県
内の企業の就労環境のレベルが上がり，雇用も増え，
宮崎県の産業や人々の暮らしの発展・充実につながる
ことを期待したい．

3）認証企業へのアンケート調査
　①アンケート調査対象企業の属性
　つぎに，ホームページ掲載内容から特色ある取組を
行っている，異なる業種の企業 10 社を選定し，アン
ケート調査を行った．調査対象とした 10 社の属性は
表 1 の通り．
　各企業の男女の従業員数の割合は，男性従業員が多
い企業が 3 社，女性従業員が多い企業が 7 社であった．
総従業員数を見ると，総従業員数が 101 人以上の企
業は 1 社のみで，その他は 100 人以下であった．また，
各企業の従業員の平均年齢は 9 社が 40 代だった．
　②「ひなたの極」認証制度に応募したきっかけ
　「ひなたの極」認証制度に応募したきっかけは，以
下の通り．（アルファベットは表１の企業と対応，以
下同）
　「「ひなたの極」認証制度ができる前からワークライ
フバランスの実現に取組んでいた」（A，B，F），「求
職者への 」（D，E），「他の会社との差別化を図り，
採用ブランディングの強化」（ ， ），「就職説明会等
に優先的に参加するため」（ ），「社員の活性化」（D），

「社員の働き方を大切にしたい」（J）
　認証前からワークライフバランスの実現に取組んで
いた企業は 3 社あり，これらの企業においては，認証
制度への応募はしやすかったとみられる．その他に，
求職者への や採用ブランディングの強化など，採

表 1．調査対象となった企業の概要

企業 設立年 業種 認証を
受けた年

男性従業員
数（人）

女性従業員
数（人）

総従業員
数（人）

従業員の平均
年齢（歳）

A 2012 製造業 2018 0 21 21 41
B 2008 ビルメンテナンス 2018 32 49 81 49
C 1996 情報サービス 2019 5 7 12 31
D 1963 金融・保険 2020 35 24 59 47
E 1997 調剤薬局・介護 2021 17 58 75 45
F 2014 製造業 2021 1 20 21 44
G 2005 サービス業 2021 140 276 416 45
H 1997 建設業 2021 25 3 28 49
I 1994 廃棄物処理 2022 61 9 67 42
J 2018 医療 2022 4 13 17 43
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用に関するものが多かった．
　③認証を受けるための取組内容
　認証を受けるために取り組んだ内容は以下の通り．
休暇制度の取得促進と時間外労働削減の取組が多かっ
た．
　「有給休暇や育児・介護休暇等の取得促進」（A，B，
， ， ，J），「ノー残業デーの導入，時差出勤の活

用等，時間外労働の削減」（A，B，D， ， ），「育
児短時間勤務」（D），「時間単位の有給制度」（J），「社
員の研修会費や旅費の負担」（J）
　④上記の取組内容で工夫したこと
　認証を受けるための取組内容で工夫したこととして
挙げられたものを表 2 に示す．これによると，有給休
暇取得促進に関する工夫が最も多く，5 カ月先までの
有給カレンダーの提示，有給休暇の取得年次計画作成，
有給申請の 化・当日申請を可能にするなどの工
夫がなされていた．一方，育児・介護休暇の取得促進
に関しては，従業員全員への制度案内や会社独自の「育
児介護休業制度ガイドブック」を作成するといった，
いずれも制度を計画的に利用しやすくするための工夫
がみられた．その他に，従業員が読書や独学，コンサー
トやアートに触れる機会等に資金的な支援を行う助成
制度を設けるなど，ユニークな取組もみられた．
　⑤取組の成果と課題
　上記取組の結果，「雇用の確保・定着」（ ，E，J），「経
営者や従業員の意識の変化」（ ， ），「有給休暇取得
率の向上」（ ， ），「時間外労働時間の削減」（D），「業
績向上」（ ）などの成果が挙げられた．
　一方，「働きやすい職場環境の実現の結果，生産性
を下げる可能性がある」（ ， ），「急な休みや病気を
抱える従業員のケア・サポート」（B，），「従業員によっ
て有給休暇取得率に差がありすぎる」（ ），「利益を

生み出しながら，仕事とプライベートの落とさないこ
と」（J）などの課題も挙げられた．
　⑥今後の目標や展望
　今後の目標や展望としては，以下の内容が挙げられ
た．今後の目標や展望は企業によりさまざまであるが，
働きやすい職場づくりのさらに先を見据えた考えも
あった．
　「一人ひとりのライフステージにあわせた働き方が
できる職場づくり」（A，B， ），「男性社員の育休取得」

（D， ），「全社員で助け合いながら会社全体の力の底
上げ」（B），「全く新しい働き方，生き方を概念から
考えていき，企業経営の中でしっかり実現していくこ
と」（ ），「有給休暇取得率 70％程度」（D），「人生
100 年対応．高齢者の就業対応」（E），「県内で働きや
すい企業といえば一番に名前が上がるような，真っ白
な企業でありながら，業績も着実に伸ばす企業であり
続ける」（F），「認証の継続」（ ），「女性従業員の育
休明けの職場復帰」（ ），「職員が弊事業所を最高の
職場としてもらえるよう，定年，再雇用の上限まで安
心して勤められる職場づくり」（J）
　⑦「ひなたの極」認証に関する情報発信
　アンケートで「「ひなたの極」に認証されることを
若者や求職者に知ってもらうための情報発信に力を入
れているか」の質問に「はい」と答えた 8 社に，具体
的にどのような情報発信を行っているかを尋ねた．結
果は以下の通り．
　「 サイト，ホームページ， 等」（ ， ， ，
，J），「講演，講話」（A， ），「求人広告に出すよう
にしている」（B，D），「社内通信，経営指針書」（ ， ），

「封筒や名刺，パンフレットなどに認証ロゴを活用」
（D，J），「企業から出すプレスリリースにひなたの極
み認証企業であることを記載」（A）

表 2．認証を受ける取組として工夫したこと

取組内容 工夫したこと 取組んだ企業

有給休暇取得促進（4 社）

5 ヶ月先までの有給カレンダーの提示
有給休暇の取得年次計画作成
有給申請を Web 化
当日の申請可
会社独自の休暇制度創設

A、B、G、H

育児・介護休暇の取得促
進（3 社）

従業員全員への制度案内
会社独自の「育児介護休業制度ガイドブック」作成 E、G、I

時間外労働の削減（2 社）
社内報やポスターの掲示
突発的な仕事に対し各自が仕事を受け持つようにする
残業ゼロ宣言

B、C

その他 育児短時間勤務の期間を法律より長い「子が小学校に就学するまで」
としている D

その他 読書や独学、コンサートやアートに触れる機会等について資金面で支
援する助成制度 C
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　このようにさまざまな方法で情報発信を行ってお
り，雇用の確保や，取引先の信頼，業績向上につながっ
ているとみられる．
　⑧認証企業の「地域で働くこと」に対する考え方
　最後に，認証企業に「地域で働く良さ」について尋
ねた．結果は以下の通り．
　「地域に貢献，交流しながら，個としても企業全体
としても成長できる」（A，E， ），「子育てしやすい」

（A，F），「地域の方とのコミュニケーションがとりや
すい」（B），「通勤時間が短い分，プライベートの時
間を有意義に使うことができる」（B），「地域の課題
に正面から取り組んでいけること，そしてその中で大
企業や都心で働くこととはまた違った人間としての学
びがあること，小さなことでも直接的に体感していけ
ること」（ ），「自由度が高く，いきいきと生きてい
くためのチャンスが目の前にたくさん転がっている」

（ ），「自分の仕事が地域の経済活動を活性化させて
いると考えると，やりがいを感じる」（D）
　それぞれに地域で働くことのよさが挙げられた．

4）認証企業 4 社へのヒアリング調査結果
　前項でアンケート調査を実施した企業のうち，特色
ある取組を行っている B， ，D， の 4 社に，重ね
てヒアリング調査を実施した．実施時期は令和 4

（2022）年 11 月 18 日～同 12 月 2 日の期間に，D の
み訪問調査，他は で実施した．本稿では紙面の
都合上，ヒアリングを行った内容のうち，特色ある取
組等に関する回答を記す．
　① B 社へのヒアリング調査
　B 社に対して行った質問のうち，「なぜこのように
働きやすい職場づくりに先駆けて取組まれているの
か．また，今まで男性社員で育児休業を取得したこと
がある方がいらっしゃるのか．」という質問への回答
を記す．
　（回答の概要）「元々，清掃業の会社は人が集まらな
い業界の会社だから，どうしたら人が働いてくれるか
と考えたときに，柔軟性のある会社だったらいいので
はないかと社長と専務が考え，そのような社風づくり
をしていったことがきっかけ．また，当時課長だった
管理職の男性が 2 か月育児休業を取得した．」という
回答が得られた．
　この回答から，会社の課題を解決するために，働き
やすい職場づくりを行うことで課題解決に導き，雇用
の確保・定着だけでなく，社員にとって働きやすい職
場環境の実現につながったと考える．また，業種によ
り働きやすい職場づくりの観点に違いがあることがわ
かった．
　② 社へのヒアリング調査

　質問項目：さまざまな助成制度として，読書や独学，
コンサートやアートに触れる機会，コミュニケーショ
ン等を促進させるなどの資金面で支援する制度をなぜ
創設したのか．
　（回答の概要） 社は，企業のホームページやパン
フレットの作成といったブランディングを主な仕事と
しており，残業ゼロ，有給休暇 100％消化に取り組ん
でいるため，休みが多く，会社にいない時間でも社員
であることに変わりはないから，休みの時間を有意義
に使ってもらうために支援することは当然だというこ
とで始めた．
　この回答で，注目できるのは， 社のヒアリングで，
ワークライフバランス（一人ひとりがやりがいや充実
感を感じながら働き，仕事上の責任を果たすとともに
家庭や地域生活においても，人生の各段階に応じて多
様な生き方が選択・実現できる社会を目指すもの．内
閣府男女共同参画局による）という仕事と生活を分け
る考え方ではなく，ワークライフインテグレーション

（社会における働き方と個人の生活を，柔軟に，かつ
高い次元で統合し，相互を流動的に運営することに
よって相乗効果を発揮し，生産性や成長拡大を実現す
るとともに，生活の質を上げ，充実感と幸福感を得る
ことを目指すもの．経済同友会による）という，仕事
と生活を統合させる考え方が踏まえられている点であ
る．経営者の理念が働き方や従業員への支援のあり方
に影響を及ぼすことが窺われる．
　③ D 社へのヒアリング調査
　D 社については，「2014 年に「仕事と家庭の両立応
援」を宣言したとあったが，2014 年に宣言をしたきっ
かけや理由について」と「当番制による 1 時間繰り下
げ出勤などの時差出勤を活用しているとのことだった
が，当番制による時差出勤とは，具体的にどのような
ものか？」の 2 つの質問項目への回答を記す．
　まず，2014 年に「仕事と家庭の両立応援宣言」を
したきっかけや理由については，「結婚を機にやめる
人を防ぐため」という回答が得られた．「仕事と家庭
の両立応援宣言」の内容は，「子供の行事があるときは，
周りでフォローして休みを取りやすくする」「リフレッ
シュ休暇を年１回取得できるようにする」である．リ
フレッシュ休暇とは，年に 1 回取れる，月～金曜日ま
で連続した休暇のことで，有給休暇取得率向上に効果
をもたらしているということであった．
　つぎに，「当番制による 1 時間繰り下げ出勤などの
時差出勤を活用しているとのことだったが，当番制に
よる時差出勤とは，具体的にどのようなものか」とい
う質問に対しては，D 社は，クレジットカードの発行
などの販売信用を主な仕事としており，時間外労働を
発生させないため，顧客の営業時間に合わせて勤務時
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間をずらしたり，休日出勤をしたりすることで，当番
制で回しているという回答であった．
　このように，その会社の業種や顧客の特徴から，会
社としての利益を上げつつも従業員の仕事と生活の調
和の実現を図る工夫がされていることがわかった．
　④ 社へのヒアリング調査
　 社については，「有給休暇の取得年次計画を作成
することとありましたが，それはどのようなものなの
か」と「「ひなたの極」認証制度以外にも厚生労働省
が認定する「ユースエール認定」も受けられていると
あった．なぜこのように働きやすい職場づくり（働き
方改革）に率先して取組まれているのか」の回答結果
を記す．
　まず，「有給休暇の取得年次計画とはどのようなも
のなのか」については，「現在 20 日間有給休暇を持っ
ている人が多く，年間 20 日間休みなさいと言っても，
休まない人が多い．大体そういう人は前の年から 20
日間繰り越してきているわけだから，年間 40 日有給
休暇がある．それを放っておくと，消えていくほうが
多くなる．12 カ月で計画的に有給休暇取得計画を立
てて出させている．すると，社員は出しているから休
んでいいんだよねと休みやすくなる」という回答が得
られた．また，従業員が立てた計画は，リーダーが調
整しているとのことだった．
　つぎに，「「ひなたの極」認証制度以外にも厚生労働
省が認定する「ユースエール認定」も受けられている
が，なぜこのように働きやすい職場づくり（働き方改
革）を率先して取組まれているのか」については，「若
い人が就職しようとすると，どんな会社かわかりにく
いため，認証や認定がついていると応募しやすい．実
際にそれを見て，来てくれた子がいる．この職業は学
校で学んだことがすぐ現場で生かせるという職業では
なく，現場で学んで積み重ねていかなければならない
ので，早めに若い人を入れておかなければならない」
との回答が得られた．
　これらの回答から， 社では，毎年 4 月に従業員各
自が有給休暇取得年次計画を作成し，計画的な有給休
暇取得を社員に呼び掛け，今年度は 80％以上有給を
消化する成果を出している． 社では，仕事内容の技
術的な部分はもちろんのこと，社員それぞれが現場で
仕事をするからこそ，しっかりとコミュニケーション
をとることを大事にしていると感じた．コミュニケー
ションをとることで，遠くで働いている社員が休みを
取りやすかったり，仕事での相談がしやすかったりす
ると考える．有給休暇取得年次計画を立てる際も社員
同士のコミュニケーションをとって調整しており，コ
ミュニケーションの促進と有給休暇取得の一石二鳥の
取組であると考えた．また，若者育成の一環で，この

会社は厚生労働省のユースエール認定を受けている．
人材開発助成金の対象となるということであるが，就
職先を探している若者にとっては，どんな会社かがイ
メージがつきやすく，雇用の確保につながるという効
果をもたらしていると考える．

5）高等学校家庭科の授業づくりへの活用
　前章までの分析・考察を踏まえると，宮崎県の働き
やすい職場づくり「ひなたの極」認証制度は，宮崎県
内の企業の職場環境改善のための取組だけでなく，各
認証企業が働きやすい職場づくりのためにさまざまな
工夫をしており，結果として社員の働きやすい職場，
もしくは休むと言いやすい職場につながり，ワークラ
イフバランスの実現につながっている．従来考えられ
ない社会現象が生じる中，生活設計の必要性が高まっ
ている． 
　『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）』では、
必履修科目の 1 つ「家庭基礎」の内容 A 人の一生と
家族・家庭及び福祉　（1）生涯の生活設計　ア「人の
一生について，自己と他者，社会との関わりから様々
な生き方があることを理解するとともに，自立した生
活を営むために必要な情報の収集・整理を行い，生涯
を見通して，生活課題に対応し意思決定をしていくこ
との重要性について理解を深めること」，イ「生涯を
見通した自己の生活について主体的に考え，ライフス
タイルと将来の家庭生活及び職業生活について考察
し，生活設計を工夫すること」とあり，特にイを達成
できるような授業開発を行うことは，これからを担う
子どもたちにとって有意義であると考えた．こうした
観点から，宮崎県の働きやすい職場づくりの取組であ
る「ひなたの極」認証制度は好材料であると考え，高
等学校家庭科の授業計画を立案した．概要を資料１に
示す．

4．まとめ

　地方における人口減少が指摘される中，働きやすい
職場環境の実現は，若い世代の地方への就職・定住を
促す重要な要素だと考えられる．宮崎県では，企業に
ワークライフバランスの実現を促す「働きやすい職場

『ひなたの極』認証制度」を実施している．
　本研究では，この認証制度の特色や効果，課題を明
らかにし，高等学校家庭科の教材として取り上げるこ
とで，若者が地域で働くことのよさに気づき，生活設
計やよりよい生き方について考える授業提案をめざし
た．
　こうした目的を達成するために，宮崎県の働きやす
い職場づくり「ひなたの極」認証制度や認証企業に関
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する情報収集と分析，認証企業 10 社へのアンケート
調査，4 社へのヒアリング調査を実施した結果，以下
のことがわかった．
　認証企業を紹介する宮崎県のホームページ情報によ
れば，「ひなたの極」認証制度の取組む目的として，「人
材の確保・定着」を掲げた企業が多く，さまざまな休
暇制度の新設や休暇の取得促進に取組む企業が多かっ
た．その効果として，有給休暇の取得率向上や所定外
労働時間の削減，離職率の減少などにつながっている．
　アンケート調査では，上記の取組を進めるために，
5 か月先までの有給カレンダーの活用や育児介護休業
制度ガイドブックの作成，読書やコンサート，アート
に触れるための金銭的支援など，ユニークな取組も見
られ，地域に根差した企業活動への意欲もみられた．
　さらに，ヒアリング調査では，ワークライフインテ
グレーションなどに関する企業の実態に合わせた独自
色ある経営理念が把握できた．
　課題としては，従業員が休みやすくなる反面，生産
性を下げる可能性が懸念されるため，従業員の働く意
識をどのように高めるかを考えることも重要である
　こうした地域の特色ある取組を知るために，経営者
をゲストティーチャーとして活用する高等学校家庭科
の授業を提案した．地元宮崎県で暮らし，働くことの
よさを考えることができる授業であるのか，効果の検
証については今後の課題としたい．
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